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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｉ
Ｅ
Ｒ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

新
野 

弘
一
良 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
北
本
市
東
間
八
丁
目
二
十
六
番
地
飯
野
ハ
イ
ツ
一
〇
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
支
援
が
必
要
な
人
に
対
し
、
必
要
と
さ
れ
る
支
援
を
行
い
、
全
て
の
人
の
幸

福
で
豊
か
な
人
生
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
北
本
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

村
田 

則
弘 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
北
本
市
大
字
北
本
宿
百
五
十
九
番
地
二
十
九 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
在
宅
の
障
害
者
に
対
し
、
身
近
な
地
域
で
通
所
に
よ
り
必
要
な
自
立
訓
練
や

授
産
活
動
の
場
と
し
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
運
営
及
び
支
援
を
行
い
、
障
害
者
の
社

会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
る
み
の
木 

三 

代
表
者
の
氏
名 

宮
成 

友
惠 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
越
市
連
雀
町
九
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
、
高
齢
者
、
女
性
、
児
童
な
ど
（
以
下
、
障
害
者
等
と
い
う
。
）
社

会
的
弱
者
は
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
を
擁
護
し
、
誰
も
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
働
き
、

経
済
的
に
自
立
し
、
地
域
の
中
で
健
康
で
文
化
的
な
人
間
ら
し
い
普
通
の
生
活
が
で
き
る
よ
う

に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お

い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ご
り
Ｒ
Ａ
Ｎ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

小
寺 

キ
ク
枝 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
百
三
十
五
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
の
場
の
提
供
及

び
企
画
運
営
を
通
し
、
生
活
の
扶
助
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
エ
ヌ
ジ
ー
オ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

伊
藤 

捷
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
深
谷
市
今
泉
六
百
二
十
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
の
人
達
に
対
し
て
、
外
国
語
教
育
及

び
技
能
教
育
と
生
活
基
盤
向
上
の
た
め
の
生
活
物
資
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
と
日
本
国
間
の
国
際
交
流
と
両
国
の
社
会
経
済
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
五
号



告 
 

示 

  
次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所 

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所 

神
奈
川
県
三
浦
市
三
崎
町
小
網
代
三
百
八
十
五
番
地 

木
村
石
油
株
式
会
社 

 

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称 

五
十
㍑ 

二
十
㍑ 

十
㍑ 

十
㍑ 

十
㍑ 

五
㍑ 

一
㍑ 

免
税
証 

の
種
類 

０
４
Ｆ
０
２
１
４
９
９ 

０
４
Ｆ
０
２
１
５
０
７ 

０
４
Ｅ
０
１
２
６
０
３ 

０
４
Ｅ
０
１
２
６
１
２ 

０
４
Ｃ
０
５
１
６
６
２ 

０
４
Ｃ
０
５
１
７
２
３ 

０
４
Ｃ
０
５
１
６
６
０ 

０
４
Ｃ
０
５
１
６
５
８ 

０
４
Ｂ
０
０
７
３
６
９ 

０
４
Ｂ
０
０
７
３
７
８ 

０
４
Ａ
０
３
３
５
９
３ 

０
４
Ａ
０
３
３
６
０
７ 

 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
日 

亡
失
年
月
日 

 

九 十 

六
十
二 

一 一 十 

十
五 

 

 

船
舶 

船
舶 

船
舶 

船
舶 

船
舶 

船
舶 

船
舶 

 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

  

免
税
証
の
記
号
及
び
番
号 

枚
数 

用
途 

有 

効 

期 

間 
～ 

～ 

～ 

～ ～ ～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
水
平
社 

三 

代
表
者
の
氏
名 

中 

丸 
 

 

清 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
行
田
市
南
河
原
七
百
三
十
九
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
日
本
国
民
の
み
な
ら
ず
世
界
中
の
人
類
に
対
し
、
全
て
の
人
々
が
平
穏
且
つ

幸
福
に
生
活
す
る
た
め
の
自
然
環
境
・
社
会
環
境
並
び
に
経
済
環
境
を
整
備
す
る
事
業
を
行

い
、
全
て
の
人
類
の
人
と
し
て
の
尊
厳
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
北
本
店 

 
 

 

埼
玉
県
北
本
市
中
丸
八
丁
目
百
十
七
番
地 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 
土
屋
裕
雅 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
東
富
田
八
十
八
番
地
二 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

土
屋
裕
雅 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
九
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
加
須
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
下
高
柳
一
丁
目
七
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
街
区
ロ
駐
車
場 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

街
区
ハ
駐
車
場 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

街
区
二
駐
車
場 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
街
区
ロ
駐
車
場 

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

街
区
ハ
駐
車
場 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

街
区
二
駐
車
場 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
号



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
数
値
撮
影
）
は
、
平

成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
滑
川
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
平
成
二
十
六
年
度 

さ
い
た
ま
市
三
級
基
準
点
測
量
業
務
、
さ
い
た
ま
市
四
級

基
準
点
復
元
測
量
業
務
（
そ
の
一
）
、
さ
い
た
ま
市
四
級
基
準
点
復
元
測
量
業
務
（
そ
の
二
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
南
部
建
設
事
務
所
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
狭
山
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

狭
山
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

狭
山
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
三
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
三
―
四
〇
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
今
市
字
庚
塚
百
六
十
八
番
一 

他
十
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
二
百
三
十
九
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
九
三
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
尾
都
市
計
画
上
尾
中
山
道
東
側
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

上
尾
中
山
道
東
側
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

組
合
設
立
認
可
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
上
町
一
丁
目
及
び
宮
本
町
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
仲
町
一
丁
目
七
番
八
号 

五 

施
行
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

七 

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
五
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
六
号



１ 購入等件名及び数量 

  県立学校総務事務システム運用保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課県立学校総務事務担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成26年11月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 

５ 契約金額 

  160,634,880 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 

 



告 
 

示 

 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
七
号



１ 購入等件名及び数量 

  インフォメーション表示システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成26年10月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  35,634,816円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成26年９月19日 



告 
 

示 

 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号



１ 購入等件名及び数量 

  大型映像システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成26年11月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号 

５ 落札金額 

  162,972,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成26年９月30日 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

戸
井
原 

 
 

章 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

熊
谷
小
川
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
字
中
島
四

三
五
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字

小
川
字
中
島
四
三
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
七
・
五
〇
～
一
七
・
五
〇 

一
七
・
五
〇
～
二
二
・
七
七 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
四
・
〇
〇 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
６
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
へ
の
加
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ヶ
丘
三
丁
目
十
八
番
二
号 

藤 

野 

克 

己 

三 

建
築
協
定
へ
の
加
入
に
係
る
土
地
の
区
域 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ヶ
丘
三
丁
目
六
百
六
十
四
ノ
四
百
六
十
七 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
四
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
一
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
下
伊
草
字
本
村
百
十
番
二
、
百
十
一
番
二
、
百
十
一
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
下
伊
草
百
十
一
番
地
一 

 
 

染
谷 

昌
春 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第288号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの技能検定に関する技能及び

知識に関して行う審査（以下「技能検定員審査」という。）並びに同法第99条の３第４項第１

号イの自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査（以

下「教習指導員審査」という。）を次のとおり実施するので、技能検定員審査等に関する規則

（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条及び第10条第２項の規

定により公示する。 

  平成26年12月12日 

                     埼玉県公安委員会委員長 山 本 正 士 

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  カ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ク 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  ケ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査          

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査   

  ウ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  カ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 



  キ 牽引免許に係る教習指導員審査 

  ク 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  ケ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査       

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    平成27年１月13日（火） 

   イ 技能審査  

     平成27年１月17日（土）、１月27日（火）、１月28日（水）、１月29日（木）及び 

     １月30日（金） 

   ウ 面接審査  

      平成27年２月４日（水）、２月５日（木）及び２月６日（金） 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

    平成26年12月12日（金）から12月26日（金）までの間 

   （日曜日及び土曜日並びに12月23日（火）を除く。） 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式 

  第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが 

  できる免許に係る運転免許証を提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、埼玉県証紙により納付すること。 

５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線241）   



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号 

  

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七

十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一

条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
八
、
三
六
四
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
三
九
、
七
七
一
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
） 
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四
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二
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、
四
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、
五
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三
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第
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四
一
、
〇
〇
五
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第
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四
七
、
五
六
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１ 監査結果に関する報告 

 (１) 監査の対象事務    

  平成２５年度・平成２６年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事 

 業の管理及びその他の事務の執行 

 

 (２) 監査の対象機関  ６２機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

(３) 監査実施日 

       平成２６年８月１８日～平成２６年１０月３１日 

 

(４) 監査の実施方針 

 事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を

あげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証した。 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 南部地域振興センター、東部地域振興センター 

総務部 飯能県税事務所、秩父県税事務所 

県民生活部 消費生活支援センター、消費生活支援センター川越、消費生活支援センタ

ー春日部、消費生活支援センター熊谷 

福祉部 秩父福祉事務所、中央児童相談所、川越児童相談所 

保健医療部  秩父保健所 

産業労働部 産業技術総合センター、熊谷高等技術専門校、熊谷高等技術専門校秩父分

校、職業能力開発センター 

農林部 秩父高原牧場 

県土整備部  本庄県土整備事務所、杉戸県土整備事務所、総合治水事務所 

都市整備部  川越建築安全センター、営繕工事事務所 

企業局 地域整備事務所、新三郷浄水場 

病院局 がんセンター 

下水道局 荒川右岸下水道事務所 

教育局 南部教育事務所、自然の博物館、大滝げんきプラザ、朝霞高等学校、岩槻

北陵高等学校、小鹿野高等学校、川口東高等学校、川越初雁高等学校、幸

手桜高等学校、狭山工業高等学校、草加高等学校、草加東高等学校、秩父

高等学校、秩父農工科学高等学校、鶴ヶ島清風高等学校、常盤高等学校、

南稜高等学校、新座高等学校、日高高等学校、深谷第一高等学校、本庄高

等学校、三郷工業技術高等学校、皆野高等学校、吉川美南高等学校、和光

高等学校、浦和特別支援学校、越谷西特別支援学校、狭山特別支援学校、

草加かがやき特別支援学校、草加かがやき特別支援学校草加分校、秩父特

別支援学校、所沢おおぞら特別支援学校 

警察本部 新座警察署、秩父警察署、小鹿野警察署、杉戸警察署 



 

 (５) 監査の結果 

   ア 指摘事項 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下

「事務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められ

るもの。 

ア）事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改

善が必要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善

が必要と認められるもの。 

 

   イ 注意事項 

     事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの。 

ア) 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必

要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が

必要と認められるもの。 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 

ア 指摘事項  

  該当なし 

 

イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

企業局 地域整備事務所  平成 25年度の幸手中央地区産業団地整備事業におけ

る予算執行のうち「電気通信線路移設補償契約」２件

（1,205,100 円及び 69,230,800 円）について、完了の

確認を完成の通知を受けた日から10日以内に行わなけ

ればならないところ、10 日を超えた日に行ったことは

不適切であった。 

教育局 和光高等学校  平成 25 年度の業務用クリーナー（57,120 円）、拡声

器（59,850 円）について、近接した期日で、それぞれ

２回に分割して、同一業者から購入していた。総額が

10 万円を超えているにも関わらず、その都度、同一業

者１者のみの見積書により購入していたことは不適切

であった。 
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１ 監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

企画財政

部 

情報シス

テム課 

平成 26 年７月４日 

（第 2608 号） 

平成 20 年度、平成 21 年度及び平成 22 年度の「職員用ノー

ト型パーソナルコンピュータ機器の賃貸借に関する契約」につ

いて、次の点が不適切であった。 

１ 修繕業務の再委託について、次の点が不適切であった。 

（１）平成 20 年度契約では、再委託を認めているが、契約 

の相手方からの報告、県が承認した記録が確認できな 

い。 

（２）平成 21 年度契約では、契約書に再委託に関する規定 

がないにもかかわらず再委託が行われていた。 

（３）平成 22 年度契約では、契約書に再委託に関する規定 

があるが、契約の相手方の申請と異なる内容で承認して 

いた。 

２ 県が修繕費用を負担するにあたって、契約の相手方では 

なく、障害時対応窓口業者が使用課所に修繕費用を請求 

し、使用課所が支払うこととしていた。 

３ 契約担当課は、県が修繕費用を負担する場合において、 

契約の相手方と協議せずに使用課所の負担で修理を行う 

という取扱いにより、修繕費用が 1 台あたりの契約額を超 

えるような過大な支出を生じさせた。 

１ 平成 20 年度契約は、契約期間が満了しているため、新たな 

承認手続きはできなかった。平成 21、22 年度契約は、平成 26 

年４月１日付けで改めて再委託の承認をした。 

２ 平成 26 年度契約から、再委託の承諾を受けた者が修繕費用 

を請求できることを明記した。 

３ 平成 26 年度契約から、県が修繕費用を負担する場合につい 

て情報システム課が受注者と協議することとした。また、機器 

に動産総合保険を付保することを契約内容に加え、機器の取得 

金額まで保険の適用範囲とすることにより、県費負担の軽減に 

努めることとした。 

 

２ 監査の結果「注意」とした事項 



対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

総務部 統計課 平成 26 年 10 月３日 

（第 2634 号） 

平成 25 年度の「工業統計調査の関係用品受入れ、保管、仕

分、梱包及び配送業務委託」（436,380 円）における一部業務の

再委託について、書面によらず承諾していたことは不適切であ

った。 

課内会議において、再委託に関する事務を適切に行うよう周知

徹底した。 

また、再発防止に向け財務関係のチェックシートに再委託に関

する事項を設けチェック機能を強化した。 

県民生活

部 

広聴広報

課 

平成 26 年 10 月３日 

（第 2634 号） 

平成 25 年度の「県庁オープンデー会場設営・撤去等業務委

託」（2,037,000 円）について、委託業務内容を変更し支払いを

行っているが、変更協議の内容を文書として記録することな

く、事務手続きを進めたことは不適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を全職員に周知するとともに、変更

協議の内容を記録する様式を作成し、同種の契約に適用すること

とした。 

福祉部 障害者福

祉推進課 

平成 26 年 10 月３日 

（第 2634 号） 

平成 25 年度の「伊豆潮風館の産業廃棄物である物品の処分」

（26,775 円）について、次の点で不適切であった。 

１ 産業廃棄物の処分については、書面による契約が必要で 

あるが、契約書を作成していなかった。 

２ 排出事業者は、受託者に対し産業廃棄物管理票を交付す 

る必要があるが、交付していなかったため、産業廃棄物が 

適法に処分されたか確認できないまま支出していた。 

 再発防止のため、職場会議を通じて、監査結果を職員に周知す

るとともに、契約事務及び産業廃棄物処理業務における注意点に

ついて再確認を行い、財務事務の適正な執行について徹底を図っ

た。 

 また、出納総務課作成のチェックシートを活用し、支出事務に

おいて必要な書類の確認を徹底することとした。 

企業局 地域整備

課 

平成 26 年 10 月３日 

（第 2634 号） 

 平成 25 年度の「地域整備事業予備調査業務委託」（6,196,050

円）については、業務内容の変更を受注者と協議したが、その

内容を変更契約書の特記仕様書に正確に記載しないまま、事務

手続きを進めたことは不適切であった。 

 再発防止や財務事務の適正かつ迅速な執行のため、監査結果を

職員に周知するとともに、契約事務における注意点について再確

認を行った。 

 また、監査結果を踏まえ、これまでの財務に関するチェックシ

ートに確認項目を追加するとともに、複数の職員による確認を徹

底することとした。 



警察本部 施設課 平成 26 年 10 月３日 

（第 2634 号） 

 平成 25 年度の「高速走行抑止システムの修繕」（1,071,000

円）について、契約書に修繕の具体的な内容を示さず、必要な

記載内容が欠落したまま契約を締結したことは不適切であっ

た。 

 再発防止のため、契約書の作成に当たっては、具体的な業務内

容を示す書類の不備がないよう、複数の職員による確認を徹底し

た。 
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